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＜解説＞

抄録
2040 年に向けて日本社会は，少子高齢化の進展，健康格差の拡大，災害頻発，地域コミュニティ
の希薄化など，複雑かつ多様な課題に直面している．加えて，人口減少と超高齢社会の進行が加速す
る中，地域住民の健康を包括的に支える地域ケアシステムの構築が急務となっている．こうした社会
的要請に応えるためには，変化する地域課題を的確に捉え，戦略的に地域保健施策を立案・実行でき
る公衆衛生看護人材の育成が不可欠である．
厚生労働省「2040 年を踏まえた保健師活動のあり方検討会」では，地域特性に応じた保健師活動
の類型化や，保健師の量的・質的確保，政策形成力の強化，多職種連携の推進などが重要課題として
提示された．また，地方自治体では，特に小規模自治体において統括保健師の配置や体系的な研修体
制の整備が不十分であり，人材育成の地域格差が顕在化している．
こうした背景のもと，国立保健医療科学院では，保健師のキャリア段階に応じた研修を通じて，政
策策定力やマネジメント力，多職種連携の推進力など，実践的かつ高度な能力の育成を図っている．
従来の研修体系に加えて，「多様な背景を持つ新任期保健師への支援」「次期統括保健師の育成」「地
域間格差への対応」など，新たに求められている対応の領域にも焦点を当てている．
本稿では，国立保健医療科学院における保健師人材育成の取り組みを，教育体系，研修内容，実践
事例を通じて分析するとともに，各自治体が策定する保健師人材育成計画において，同院の研修を戦
略的に位置づけることの重要性について論じる．国と自治体が連携し，持続可能な人材育成体制を構
築するための今後の方向性を提言する．

キーワード：公衆衛生看護，保健師，人材育成，地域保健政策，地方自治体

Abstract

Toward 2040, Japan faces increasingly complex challenges, including a declining birthrate, an aging popu-
lation, widening health disparities, frequent disasters, and weakening community ties. In response, building 
a comprehensive community care system to support residents’ health has become an urgent priority. 

特集：公衆衛生看護の未来 ―持続可能な地域保健への挑戦―
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I．はじめに

日本社会は，2040 年に向けて急速な人口構造の変化
に直面している．総人口の減少とともに，65 歳以上人
口が全体の35％を超えると予測される「2040年問題」は，
地域保健政策に大きな転換を迫っている．高齢者の増加
に伴う医療・介護ニーズの複雑化，健康格差の拡大，多
発する自然災害，感染症の脅威，地域コミュニティの希
薄化など，地方自治体に所属する保健師が対応すべき地
域社会における課題は多岐にわたる．
こうした社会的要請に応えるためには，地域住民の健
康を包括的に支える地域ケアシステムの再構築が不可欠
である．特に，変化する地域課題を的確に捉え，戦略的
に施策を立案・実行できる公衆衛生看護人材の育成が急
務となっている．保健師は，個別の健康課題への対応に
加え，地域包括ケアの推進，災害時の保健活動，健康危
機管理，さらには政策策定という役割を担うことが求め
られており，その傾向はより高まっている．
人材育成においては，単なる知識習得にとどまらず，
実践力・マネジメント力・政策策定力を備えた人材の育
成が求められる．さらに，保健師のキャリア形成を支え
る教育体系の整備と，自治体内での育成文化の醸成が重
要である．人材育成とともに，組織的・戦略的な人材開
発の視点が不可欠であり，保健師が地域の中核人材とし
て成長するための支援体制の構築が急務である．
本稿では，2040 年を見据えた地域保健政策の変容と
保健師の役割拡張を概観し，国立保健医療科学院（以下，
科学院）における保健師人材育成の取り組みを，教育体
系，研修内容，実践事例を通じて分析する．さらに，厚
生労働省検討会の議論や地方自治体の育成課題を踏まえ，
2040年に向けた保健師人材育成の展望と提言を行う．

II．2040 年を踏まえた保健師活動の再定義

2040 年に向けて日本社会は，急速な人口構造の変化
に直面している．高齢者人口が全体の 35％に達し，労
働人口が現在の8割まで減少する「2040年問題」は，地
域保健政策にとって深刻な課題である．医療・福祉サー
ビスの需要 0増加，健康寿命の延伸，社会保障の持続可
能性の確保など，多岐にわたる対応が求められる中，保
健師活動もその在り方の見直しが迫られている．
厚生労働省は，こうした状況を踏まえ，令和 6年度よ
り「2040 年を見据えた保健師活動のあり方に関する検
討会」（以下，保健師活動検討会）を設置し，「地域保健
対策の推進に関する基本的な指針（厚生労働省告示第
86号)」（以下，地域保健指針）及び「地域における保健
師の保健活動に関する指針（平成 25 年 4 月 19 日付け健
発0419第1号）」（以下，保健師活動指針）との整合性も
図りながら，今後の保健師活動の方向性について議論を
進めている[1-3]．

1．類型化による自治体の整理と人材育成の方向性
検討会では，市町村の人口構造や保健師配置状況に応
じて，保健師活動を地域特性に応じた分類に沿って提示
する新たな枠組みが提示された[4]．

A類型は，平均人口15万人程度の大規模自治体が想定
され，高齢者数の増加，独居世帯やひとり親世帯の増加
など，複雑化する課題への対応が求められる．現在は母
子保健分野の業務量が多いが，2040 年には高齢者支援
の比重が高まると予測されている．このため，分野別業
務分担制から，ジョブローテーションによる柔軟な業務
体制への移行が必要とされている．保健師には，複数分
野に対応できる汎用的な実践力と，組織内外の連携調整
能力が求められる．

To meet these demands, it is essential to develop public health nursing professionals who can identify re-
gional health issues and strategically implement community health policies. The Ministry of Health, Labour 
and Welfare’s “Study Group on the Future of Public Health Nursing Activities Toward 2040” highlighted key 
issues such as typologizing public health nursing roles, securing workforce quality and quantity, enhancing 
policy-making capacity, promoting ICT use, and advancing interprofessional collaboration. 

However, disparities in training systems, particularly in smaller municipalities, have become evident. 
In response, the National Institute of Public Health (NIPH) provides career-stage-based training to en-
hance practical competencies, including policy development and management. In addition, it also addresses 
emerging needs such as supporting new public health nurses, developing future supervisory nurses, and 
reducing regional disparities. 

This paper discusses NIPH’s initiatives through its training framework and case studies and describes 
the strategic integration of these programs into human resource development plans at local governments. 
It concludes by proposing future directions for sustainable workforce development through national-local 
collaboration.

keywords:  public health nursing, hokenshi, human resource development, community health policy, local 
government
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B類型は，平均人口 2.3 万人程度の小規模自治体を対
象としており，保健師の絶対数が不足している状況にあ
る．マネジメントと実践の役割分担が困難であり，1人
の保健師が両方の機能を担う必要がある．特に，マネジ
メント機能を担う保健師の退職に備え，若手保健師への
早期育成が重要課題となっている．都道府県からのマン
パワー支援や，ICTの活用，近隣自治体との共同実施な
ど，業務の効率化と支援体制の強化が求められている．
地方自治体においては，度重なる行財政改革が行われ，
また地域保健法の制定によって市町村の役割が強化され
たこともあり，都道府県保健師の採用控えの時期が続き，
将来的に管理期保健師が不足することが想定され，都道
府県内のマネジメントのみならず管内市町村の支援にも
支障をきたす可能性がある[5]．管内市町村の実情を踏
まえ，市町村への職員派遣や広域連携や共同実施への支
援に対応できるマネジメント能力の向上が求められる．
この類型化は，地域特性に応じた人材育成戦略を立案
する上で有効であり，自治体ごとの課題に即した教育内
容の再構築が必要である．

2．保健師に求められる新たな機能
検討会では，2040 年に向けて保健師に求められる能
力として，「マネジメント力」と「実践力」の両立が強
調された[1]．マネジメント力とは，地域課題を俯瞰的
に捉え，施策化・システム化する能力であり，実践力と
は，個別支援や地域活動を通じて住民の健康を支える能
力である．これらは相互に補完し合うものであり，保健
師が地域の中核人材として機能するためには，両者のバ
ランスが重要である．
また，災害対応力や健康危機管理能力，多職種連携の

推進力，地域づくり支援におけるファシリテーション技
術など，従来の教育では十分に扱われてこなかった領域
への対応も求められている．特に，地域包括ケアの深化
に伴い，保健師が医療・福祉・教育など多様な分野と連
携し，地域資源を活用した支援体制を構築する能力が不
可欠となっている． さらに，ICTの活用による業務効率
化や，データに基づく地域診断・政策提言の能力も，今
後の保健師にとって重要なスキルとなる．

III．地域保健政策の変容と社会的要請

日本の人口は 2008 年をピークに減少傾向にあり，
2040 年には総人口が 1億人を下回ると予測されている
[6]．特に地方圏では若年層の流出と高齢化が進み，医
療・福祉サービスの需要が急増する一方で，担い手不足
が深刻化している．こうした人口構造の変化は，地域保
健政策において「誰が，どこで，どのように支えるか」
という根本的な問いを突きつけている．加えて，所得格
差や教育格差に起因する健康格差も顕在化しており，生
活習慣病の罹患率や受診行動，予防サービスの利用状況
に地域差が生じている．保健師は，こうした格差を是正

するため，地域診断に基づく課題抽出と，住民参加型の
健康づくり支援を担う必要がある[7-9]．

1．地域包括ケアシステムの深化と健康危機管理体制の
強化
厚生労働省が推進する地域包括ケアシステムは，高齢
者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう，
医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供す
る仕組みである．このシステムの深化に伴い，保健師は
医療職・福祉職・行政職との連携を強化し，地域資源を
活用した支援体制の構築に貢献する役割が拡大している．
都道府県（保健所含む）においては，域内の市町村に対
して，在宅医療・介護連携推進のための技術的支援，在
宅医療・介護連携に関する関係市町村等の連携，地域医
療構想・医療計画との整合についての役割が求められて
いる[10-11]．
また，新型コロナウイルス感染症の流行を契機に，健
康危機管理体制の整備が急務となった．保健師は，感染
症対策の最前線で活動するだけでなく，災害時の避難所
支援，メンタルヘルス対応，情報発信など，多様な局面
での対応力が求められている．これにより，保健師の活
動領域は「平時の健康支援」から「非常時の危機対応」
へと拡張している．令和 5年改正の地域保健指針では，
健康危機管理体制の強化に向けて，保健所に保健所長を
補佐する「統括保健師等の総合的なマネジメントを担う
保健師」を配置することが明記された[2]．これは，健
康危機発生時における迅速かつ適切な対応を可能にする
ための体制整備の一環であり，保健師が組織横断的なマ
ネジメントを担うことが期待されている．
さらに，保健師は平時から管内の市町村，教育機関，
医師会，歯科医師会，薬剤師会，獣医師会，看護協会な
どの専門職能団体との連携を図り，様々な職種との連携
により地域保健施策の推進を担っていることから，平時
からのネットワークを最大限活用した健康危機管理体制
の構築に貢献することができる．特に，保健所保健師は，
地域の健康危機に対する「司令塔」としての役割を担い，
有事の際の専門技術職員による調査業務や保健活動を円
滑に遂行するための人員配置や人事管理，平時から研
修・訓練を含む体制の整備にも関与することが期待され
ている．

2．多様な人材の参入と保健師の役割の複雑化・高度化
近年，地域保健の現場には，保健師以外にも看護師，
社会福祉士，管理栄養士，臨床心理士など多様な専門職
が参入している．これにより，保健師は単独で活動する
のではなく，チームの一員として，あるいはチームを統
括する立場としての役割が求められるようになった．特
に，保健師には「地域の声を政策に反映させる橋渡し役」
としての機能が期待されており，地域課題の分析，関係
機関との合意形成，施策提言など，政策策定能力の育成
が重要視されている．また，ICTの活用による業務効率
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化や，データに基づく地域診断・評価のスキルも，今後
の保健師にとって不可欠な能力となる[12-13]．

IV．地方自治体における人材育成の現状と課題

1．自治体間の育成体制の格差
保健師の人材育成体制は，自治体の規模や財政状況，

組織文化によって大きく異なる．全国保健師長会が令和
4年度に実施した調査によれば，大規模自治体では「人
材育成指針の策定」「プリセプターの配置」「キャリアラ
ダーの活用」など，体系的な育成体制が整備されている
傾向が強い．一方，小規模自治体では，保健師数の不足
や指導者層の不在により，育成体制の構築が困難である
ことが明らかとなった[14] ．
特に小規模自治体では，保健師が1 ～ 2名しか配置さ

れていないケースも多く，業務優先の風土が根強く，人
材育成に割く時間や資源が限られている．結果として，
育成の質や機会に自治体間格差が生じ，保健師の定着率
や専門性の向上に影響を与えている[14-15]．

2．組織内教育の限界とOJTの困難性
OJT（On-the-Job Training）は，保健師の実践力を育

成する上で重要な手法であるが，現場ではその実施に多
くの困難が伴っている．調査では，以下のような課題が
指摘されている[14,16]．
- 指導者の力量不足（経験不足，指導者向け研修の未整
備）

- 分散配置による指導体制の不安定化
- 業務量の多さによる指導時間の確保困難
- 新任期保健師の多様な背景（年齢，職歴，教育課程）
への対応の難しさ
また，OJTの実施にあたっては，指導者と新任者の関

係性や職場風土が大きく影響する．相談しやすい環境，
振り返りの機会，評価と承認の文化が育成効果を高める
一方，これらが欠如している職場では，OJTが形骸化し，
保健師の成長が阻害される傾向がある．
こうした課題への対応として，組織目標に沿ったキャ

リアパスの提示が重要である．キャリアパスは，保健師
が自身の成長段階を認識し，目標に向かって段階的に能
力を高めるための道筋を示すものであり，OJTの成果を
可視化し，育成の方向性を明確にする役割を果たす．特
に，キャリアラダーと連動した育成計画により，指導者
は新任者の到達目標を共有しやすくなり，育成の質が向
上する．
さらに，キャリアパスと連動したジョブローテーショ

ンの導入は，OJTの効果を高める上で極めて有効である．
ジョブローテーションにより，保健師は異なる分野や部
署での経験を積むことで，視野を広げ，汎用的な実践力
や調整力を養うことができる．これは，保健師の専門性
の深化とともに，庁内外の連携力を高める人材育成にも
つながる．

実際に，ある自治体では，キャリアパスに基づきジョ
ブローテーションを計画的に実施し，OJTと研修を組み
合わせた育成体制を構築した結果，育成成果が人事評価
にも反映されるようになったという報告がある．また，
人事部門と保健師部門が連携し，キャリアパスの設計段
階から協議を重ねたことで，育成体制の定着と職場内の
育成文化の醸成が進んだ事例もある[17-19]．
今後は，OJTを単なる現場指導にとどめず，キャリア
パスとジョブローテーションを連動させた体系的な育成
の一環として位置づけることが求められる．科学院の階
層別研修においても，育成に関わる人材の役割理解と
キャリア支援の視点を強化することで，自治体内の育成
体制の底上げが期待される．

3．統括保健師の配置状況と育成支援の不足
統括保健師については，平成 25 年に発出された保健
師活動指針において初めて明確に位置づけられた．この
指針では，保健師の保健活動を「組織横断的に総合調整
及び推進し，技術的及び専門的側面から指導する役割」
を担う部署を保健衛生部門等に明確に位置づけ，そこに
保健師を配置するよう努めることが求められ，自治体に
おける配置促進の契機となった[3]．その後，令和 6年 3
月に改正された地域保健指針において，都道府県，市町
村の本庁に「統括保健師」を配置することとされ，制度
的根拠としてその役割がさらに強化されることとなった
[2]．
統括保健師は，自治体内での人材育成を推進する中核
的な役割を担うが，その配置状況には大きな地域差があ
る．全都道府県には配置がされており，市町村（保健所
設置市除く）における統括保健師の配置率は，51.8%（平
成30年度）から72％（令和6年度）と上昇している．一方，
特に小規模自治体での配置が進んでいないことが課題と
されている[4,20-21]．
統括保健師が不在の場合，人材育成の責任が曖昧にな
り，指導体制の整備や研修の企画・実施が属人的になり
やすい．また，統括保健師自身の育成支援も不足してお
り，育成者としての力量形成が十分でないケースも多い．
都道府県による支援や，関係機関との連携による育成支
援体制の強化が求められている．

4．キャリアラダーの活用と課題
キャリアラダーは，保健師の成長段階に応じた能力開
発の道筋を示すものであり，体系的な人材育成の基盤と
なる．厚生労働省は，平成 28 年に，「保健師に係る研究
のあり方等に関する検討会最終とりまとめ」において，
自治体保健師の育成体制の強化を目的として，標準的な
キャリアラダーが初めて政策的に提示された[17]．
このキャリアラダーは，保健師の専門的能力を 5段
階（キャリアレベル1 ～ 5）に整理し，職務経験や役割，
専門技術の到達レベルに応じた育成支援を可能にするも
のである．検討会では，キャリアラダーを「能力の成長
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過程を段階別に整理したもの」と位置づけ，人材育成の
可視化と体系化を図るツールとしての活用が提言された．
しかし，令和 4年度の調査では「キャリアラダーを活
用している」と回答した自治体は大規模自治体に偏って
おり，小規模自治体では導入・運用が進んでいないこと
が明らかとなった[22]．
また，キャリアラダーを活用していても，以下のよう
な課題が存在する：
- 面談や評価の実施頻度が不十分
- ラダーに基づく研修の体系化が未整備
- 人事評価との連動が不明確
- 保健師自身のラダー理解が浅い
これらの課題を克服するためには，キャリアラダーの
内容と運用方法の標準化，指導者への研修，職場内での
共有と活用の促進が必要である．また，ラダーを活用し
た振り返りや目標設定を通じて，保健師の自己研鑽を支
援する仕組みづくりが求められる[22-23]．

さらに，キャリアラダーは，将来的な地域課題に対応
する人材開発のツールとしても活用されるべきである．
人口減少や健康格差，災害対応など複雑化する地域課題
に対して，保健師が段階的に必要な能力を獲得し，地域
の中核人材として成長していくためには，キャリアラ
ダーに基づく育成設計が不可欠である．

V. 国立保健医療科学院における現任教育の体系

1．研修体系の全体像
科学院は，保健師をはじめとする公衆衛生専門職の人
材育成を担う国の中核機関として，短期研修・長期研
修・専門課程・遠隔教育など多様な養成・訓練プログラ
ムを展開している[24]．これらの研修は，社会情勢や地
域課題の変化に対応し，保健師が現場で実践力と政策策
定力を発揮できるよう設計されている．
研修の主な対象は，都道府県および政令指定都市等の

表1　国立保健医療科学院における地域保健関連研修の受講者，保健師の割合

目的・研修名

令和5年度 （参考：平成27年度）
受講者数
（人）

再掲： 
保健師数
（人）

保健師の
割合
（％）

受講者数
（人）

再掲： 
保健師数
（人）

保健師の
割合
（％）

目的：実践活動の質向上を図るための研修
　専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科（3か月間） 10 10 100.0 6 6 100.0 
目的：公衆衛生看護管理能力の向上
　地域保健 公衆衛生看護研修（中堅期） 44 44 100.0 70 70 100.0 

公衆衛生看護研修（管理期） 57 57 100.0 60 60 100.0 
公衆衛生看護研修（統括保健師） 60 60 100.0 42＊1 42＊1 100.0 

目的：特定のテーマにおける知識・技術の向上
　地域保健 生活習慣病対策健診・保健指導の企画・運営・評価

に関する研修＊2
58 44 75.9 173 108 62.3 

第1回DHEAT標準編研修＊3 33 11 33.3 - - -
第2回DHEAT標準編研修＊3 32 15 46.9 - - -
たばこ対策の施策推進における企画・調整のための
研修

24 11 45.8 18 15 83.3 

歯科口腔保健の推進のための企画・運営・評価研修 24 2 8.3 37 1 2.7 
エイズ対策研修 39 35 89.7 78 54 69.2 
児童虐待防止研修 34 34 100.0 40 40 100.0 
感染症集団発生対策研修 48 27 56.3 49 22 44.9 
難病患者支援従事者研修（保健師等研修） 51 51 100.0 63 63 100.0 
難病患者支援従事者研修（難病相談・支援センター
職員研修）

22 6 27.3 22 6 27.3 

アレルギー疾患研修＊4 15 6 40.0 - - -
　医療福祉 児童相談所の連携機能強化に向けた中堅職員研修＊5 44 6 13.6 - - -

介護保険における保険者機能強化支援のための都道
府県職員研修

38 4 10.5 87 1 1.1 

介護保険における保険者機能強化支援のための指定
都市職員研修＊6

22 6 27.3 - - -

　統計情報 地域保健支援のための保健情報処理技術研修 8 6 75.0 12 3 25.0 
調査研究 保健衛生分野における研究法＊7 9 1 11.1 - - -

計 663 435 65.6 757 491 64.9 
＊1：平成28年度開講のため，当該数値のみ平成28年度を記載
＊2：平成27年度は生活習慣病対策健診・保健指導に関する企画・運営・技術研修（研修計画編）（事業評価編）の合計数を記載
＊3：令和元年度開講
＊4：令和4年度開講
＊5,6,7：令和2年度開講
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保健所設置市であり，これらの自治体に所属する保健師
が直接受講する形をとっている．一方，一般市町村の保
健師については，都道府県を通じた人材育成支援体制の
整備が推進されており，都道府県が圏域内の市町村保健
師に対して研修機会を提供する役割を担っている．この
ように，国・都道府県・市町村が連携し，全国的な人材
育成体制の構築が図られている．
短期研修は，2日～ 6週間の期間で実施され，地域保

健，感染症，環境衛生，情報統計など分野別に構成され
ている．令和 6年度には 41 の短期研修が実施され，約
1,900名が受講している[25]．主な地域保健分野の研修に
おいては，6割以上の参加者が保健師となっている（表
1）．長期研修は，専門課程I（保健所長資格要件）や専
門課程III（地域保健福祉）などがあり，2か月～ 3年の
期間で実施される．これらの研修については，平成 27
年度の研修と比較しても，健康危機管理，児童虐待防止
等の地域課題を反映した研修の拡充が行われているとい
える（表1）．
また，オンライン型・集合型・混合型の研修形式が導

入されており，コロナ禍以降は遠隔教育の活用が進んで
いる．これにより，地域格差の是正や受講機会の拡大が
図られている[25]．

2．公衆衛生看護の階層別研修の概要
科学院の公衆衛生看護研修体系は，保健師のキャリア
段階に応じて設計されており，各研修における主な対象
及び研修内容は表2の通りである．
研修プログラムは，教育設計理論に基づき，一般目標
（GIO）と到達目標（SBO）が明示されており，これら
の目標は，研修の成果を可視化し，自治体内での人材育
成計画と接続する上で重要な指標となる．

3．公衆衛生看護階層別研修の受講者状況
平成28年度から令和6年度（新型コロナウイルス感染
拡大のため未開催の令和 2年度を除く）の公衆衛生看護
研修（中堅期・管理期・統括保健師）の受講者傾向を分
析した．各研修の定員，応募者・許可者・修了者人数，
応募者の平均年齢・経験年数を表 3に示す．いずれの研

表2　公衆衛生看護研修（中堅期・管理期・統括保健師）の概要
中堅期 管理期 統括保健師

一般目標
（GIO）

公衆衛生看護領域においてプレ管理期
（中堅期：実務リーダー）の保健師と
して，期待される役割を総合的に理解
し，より質の高い保健活動を推進する
ための能力を獲得する．

公衆衛生看護領域における管理期の保
健師として，公衆衛生看護管理の概念
を踏まえ求められる役割を果たすため
の能力を獲得する．

統括的役割を担う保健師（以下，統括
保健師）として，組織横断的に総合調
整し，自治体の健康課題を解決するた
めの公衆衛生活動を推進できる能力や
健康危機管理（平時および発生時）に
必要なマネジメント能力を獲得する．

到達目標
（SBOs)

1. 衆衛生看護行政の動向について説明
することができる．

2. 地域の健康課題を解決するために必
要な地域ケアシステム構築に向け
て，地域診断・計画策定・実施・評
価ができる．

3. 健康危機管理時の保健活動と実務
リーダーの保健師に期待される役割
について説明することができる．

4. 人材育成において実務リーダーの保
健師に期待される役割について説明
することができる．

5.  施策化につながるプレゼンテーショ
ンを実施することができる．

1. 社会情勢や政策の動向を理解し，管
理期の保健師としての役割を説明す
ることができる．

2. 公衆衛生看護管理の概念を踏まえ，
管理期の保健師として自己の役割を
明確に説明することができる．

3. 人材育成・人事管理のための計画策
定・実施・評価のプロセスを立案す
ることができる．

4. 地域保健活動を推進するための管理
期の保健師としての意思決定，リー
ダーシップ，マネジメントについて
説明することができる．

1. 地域保健を取り巻く社会情勢や施策
の動向を理解し，統括保健師とし
て，自自治体で果たすべき管理的役
割を説明できる．
2. 統括保健師として，健康課題を解決
するための組織内外の関係者や関係
機関とのネットワークを明示し，連
携・調整状況を把握し，人材育成を
含めた組織体制を強化するための具
体的な方策を示すことができる．
3. 健康危機管理（平時および発生時）
における保健活動と統括保健師に期
待される役割について説明できる．

対象

都道府県・指定都市・中核市・保健所
政令市・特別区に所属するプレ管理期
（係長級）にあり，実務リーダー（中
堅期）を担う保健師

都道府県・指定都市・中核市・保健所
政令市・特別区の自治体に勤務し，管
理職の立場にある保健師もしくは管理
職を補佐する業務を担う保健師

都道府県・指定都市・中核市・保健所
政令市・特別区において，現在統括的
役割を担う保健師

受講資格

・自治体保健師の標準的なキャリアラ
ダーのA-3 レベルに到達しているも
ののA-4レベルには未達成の者

・研修で取組みたい地域ケアシステム
演習のテーマを明示できる者

管理職の職位にある保健師，もしくは
実務経験年数20年以上の保健師

都道府県・指定都市・中核市・保健所
政令市・特別区において，現在，統括
的役割を担う保健師である者

定員 50名 50名 40名

期間・形態 前期：遠隔研修＋集合研修5日間
後期：遠隔研修＋集合研修3日間

遠隔研修＋集合研修4日間 遠隔研修＋集合研修4日間
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修も，定員を超過する応募傾向が年々強まり，定員超過
での実施が常態化しており，研修ニーズの高さと選抜の
厳しさが浮き彫りとなっている
一般に「中堅保健師」は行政保健師経験年数6～20年
程度とされている[26]．しかし，表 4に示す通り，実際
の受講者の平均経験年数は，平成 28 年度の 20.7 年，令
和6年度の17.6年と，減少傾向にあるものの，依然とし
て研修設計上の対象者像と実際の受講者像との乖離が認
められた．
自治体種別別の平均経験年数では，中堅期研修で保

健所設置市と政令指定都市の間に 8.2 年，管理期研修で
保健所設置市と都道府県の間に 4.1 年，統括研修で保健
所設置市と都道府県の間に7.2年の差がみられた（図1）．
この傾向は，自治体の規模や人材育成体制の整備状況に
起因する可能性がある．また，中堅期および管理期研修
では，都道府県において最小経験年数が 5年，最大経験

年数が 31 年と，自治体種別内においても 10 年以上の大
きな差が確認された．これは，各自治体における研修受
講者の選定基準や人材育成方針に違いがあることを示唆
している．また，中堅期および管理期研修に毎年応募し
ている自治体がある一方で，平成 28 年度以降一度も応
募のない自治体も存在する．派遣回数が少ない自治体に
おいては，人材育成体制の整備状況に課題があることが
危惧される．
各研修の評価結果は，いずれも受講後にGIOおよび

SBOsの到達度が上昇しており，業務への関連度，役立
ち度，活用度，満足度等のすべてが高いことが確認され
た．今後は，この研修成果を，受講者の能力向上及び各
自治体の人材育成体制と関連付けて評価できる仕組みを
導入することで，科学院の研修と自治体における人材育
成の相乗効果をさらに高めることが期待される．

表3　平成28～令和元年度・令和3～6年度　公衆衛生看護研修　受講状況

研修名 定員合計 応募者合計 受講者合計
受講者内訳 受講者

平均年齢
（±SD）

受講者
平均経験年数
（±SD）都道府県 政令指定都市 中核市 保健所設置市 特別区等

中堅期 395 528 413 219 87 83 12 12 44.1（±5.4） 19.3（±6.1）
管理期 400 578 463 246 82 112 15 8 51.9（±3.4） 27.7（±4.2）
統括 215 412 326 173 38 84 11 20 55.1（±2.7） 31.1（±4.0）
※経験年数について，中堅期は5年以上，管理期・統括は10年以上に限定

表4　中堅期・管理期研修の受講者の年齢・経験年数

研修名 年度
年齢 経験年数

N 平均（±SD） 最小値-最大値 N 平均（±SD） 最小値-最大値

中堅期
平成28年度 77 44.9（±6.0） 29-57 69 20.7（±6.7） 5-32
令和6年度 50 42.8（±4.9） 28-51 44 17.6（±5.3） 6-27

管理期
平成28年度 60 51.9（±3.6） 40-59 52 28.0（±4.5） 12-34
令和6年度 60 51.1（±3.9） 42-57 59 26.7（±4.4） 13-34

※経験年数について，中堅期は5年以上，管理期は10年以上に限定．

図1　申込者の経験年数分布
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VI．新たな領域への対応

1．多様な背景を持つ新任期保健師を含む人材育成への支
援
近年，自治体に採用される保健師の背景は大きく変化

している．新卒者に加え，臨床経験を持つ看護師や産業
保健師経験者，大学院修了者など，年齢・職歴・専門性
が多様化している．こうした多様な背景を持つ新任期保
健師に対しては，従来の画一的なOJTでは対応が困難で
あり，個別性を尊重した教育支援が求められている．特
に社会人経験者や他職種からの転入者は，保健師として
の基本技術や地域保健の理解に加え，自治体組織への適
応や公衆衛生看護の価値観の共有が課題となる．彼らは
高い専門性や社会経験を有する一方で，自治体業務の特
性や保健師の役割に戸惑いを感じることも少なくない
[27]．
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」平成 22

年改正では，新人看護職員研修に関する努力義務が明記
され，保健師を含む看護職の研修ガイドラインが示され
ているが，新たな領域への対応を踏まえた人材育成の方
針を検討する必要がある．
科学院では，公衆衛生看護研修（中堅期）においては，

実務リーダーとしての役割理解を深めるとともに，プリ
セプターとして新任期保健師を支援するための指導・育
成体力が重視されている．研修では，実務リーダーとし
ての関係構築，振り返り支援，評価など，実践的な内容
が含まれている．公衆衛生看護研修（管理期）では，組
織全体の人材育成体制の構築に向けた方策の検討が行わ
れており，新任期保健師を含めた育成戦略の立案や，庁
内教育との連携強化などの体制整備が重視されている．
公衆衛生看護研修（統括保健師）では，人材育成の観点
のみならず，組織目標に応じた人材確保や配置の観点か
ら，育成文化の醸成，キャリアパス，ジョブローテーショ
ンを含めた，人材開発の視点での人材マネジメントが重
視されている．
これにより，各階層に応じた役割の理解と実践が促進

され，組織全体として新任期保健師の育成力が向上する
仕組みとなっている．しかし，現場でのプリセプター制
度の運用には，以下のような課題が顕在化している[27]．
・指導者の育成不足：プリセプター自身が指導経験に乏
しく，育成技術や評価方法に関する研修機会が限られ
ている．
・業務量の多さによる指導時間の確保困難：実務と指導
の両立が難しく，育成が後回しになりがちである．
・分散配置による関係性の希薄化：保健師が少人数で配
置される自治体では，指導者と新任者が物理的に離れ
て勤務することもあり，継続的な支援が困難となる．
・新任者の多様な背景への対応の難しさ：年齢や職歴，
専門性の違いにより，画一的な育成方法では効果が出
にくい．
これらの課題に対応するためには，プリセプター制度

の標準化と指導者研修の充実が必要であり，自治体にお
いては，プリセプターの選定基準の明確化，育成支援の
評価制度の導入，育成活動へのインセンティブ付与など，
制度的な整備が求められる[27]．
今後は，eラーニングや個別面談支援，キャリア初期
の振り返りツールの導入など，多様な学習スタイルに対
応した支援体制の整備が必要である．科学院の階層別研
修は，こうした支援の基盤として，自治体内の育成体制
強化に貢献している．

2．次期統括保健師の育成とマネジメント能力の強化
統括保健師は，自治体の保健師活動を統括し，施策形
成，人材育成，庁内外の連携調整などを担う中核的存在
である．科学院では，統括保健師研修を通じて，組織横
断的な調整力，健康危機管理能力，ネットワーク構築力
などの育成を図っている．研修では，自治体の健康課題
を俯瞰的に捉え，施策化に向けた戦略立案や，庁内外の
関係機関との合意形成演習が実施されている．また，次
期統括保健師候補への早期育成も重要であり，中堅期・
管理期研修との接続を意識した教育設計が求められる．
自治体においては，統括保健師の役割定義と育成計画の
明文化が，持続可能な人材育成体制の構築に不可欠であ
る．

3． 地域間格差への対応と小規模自治体支援
保健師の人材育成において，自治体間の格差は依然と
して大きな課題である．大規模自治体では体系的な研修
体制が整備されている一方，小規模自治体では保健師数
の不足，指導者不在，研修機会の限定などにより，育成
が属人的になりがちである．
科学院では，都道府県を通じた市町村支援の強化を
図っており，都道府県保健師を対象とした地域支援型の
研修や育成支援者としての育成を実施している．これに
より，都道府県が地域内の市町村保健師に対して，研修
企画・指導・評価を担う体制づくりが進められている．
今後は，都道府県と市町村の連携強化，育成支援者の
育成，地域特性に応じた研修内容のカスタマイズなど，
地域間格差の是正に向けた多層的な支援が求められる．

VII．研修の波及効果と実践事例

1．地域診断とPDCAサイクルの活用
科学院の研修では，地域診断の手法とPDCAサイクル
（Plan-Do-Check-Act）の活用が重視されている[28]．受
講者は，地域課題の抽出から施策立案，実施，評価，改
善までの一連のプロセスを体系的に学び，自治体に戻っ
た後，実践に活かしている．特に中堅期・管理期研修，
地域保健福祉専攻科では，地域診断に基づく課題分析と，
施策化に向けたプレゼンテーション演習が実施され，実
務に直結する能力の育成が図られている．
このような研修を経た保健師は，地域の健康課題に対
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して科学的根拠に基づいた対応を行うようになり，自治
体内での政策策定力が向上している．PDCAサイクルの
活用により，事業の継続的改善が可能となり，住民の健
康支援における質の向上が実現している．

2．研修後の自治体での実践事例
研修の成果は，各自治体における実践事例として具

体化されている[29]．例えば，ある中堅期研修修了者は，
地域診断を通じて高齢者の孤立リスクを可視化し，地域
包括支援センターと連携した見守り体制の構築を主導し
た．また，統括期研修修了者は，災害時の避難所運営に
おける健康危機管理体制の整備を推進し，庁内外の関係
機関との連携強化を実現した．これらの事例は，研修で
培った分析力・調整力・リーダーシップが現場で発揮さ
れた成果であり，自治体内での保健師の役割拡張と信頼
性向上に寄与している．さらに，研修修了者が指導者と
して後進育成に関与することで，研修の波及効果が組織
全体に広がっている．

3．保健師のリーダーシップ育成と庁内外連携
研修では，保健師のリーダーシップ育成にも重点が置

かれている．特に管理期・統括期研修では，庁内外の関
係機関との合意形成，ネットワーク構築，施策提言など，
組織横断的な調整力の強化が図られている．これにより，
保健師は単なる実務者から，地域保健の推進者・政策策
定者としての役割を担うようになっている．庁内では，
福祉部門や教育部門との連携を通じて，包括的な健康支
援体制の構築が進められている．庁外では，医師会，大
学，NPOなどとの協働により，地域資源を活用した実
践的な支援が展開されている．研修を通じて育成された
リーダーシップは，こうした連携の推進力となり，地域
保健の質的向上に貢献している．

4．自治体人材育成計画との連携と戦略的位置づけ
多くの自治体では，保健師を含む職員の人材育成計画

を策定しているが，その内容や運用にはばらつきがある．
大規模自治体では，キャリアラダーや育成指針を活用し
た体系的な育成が進んでいる一方，小規模自治体では計
画の策定自体が未整備である場合も多い．特に保健師に
特化した育成計画は少なく，一般職員と同様の枠組みで
扱われていることが課題である．
科学院の研修は，自治体の人材育成計画と連動するこ

とで，より効果的な育成が可能となる．研修プログラム
には到達目標（SBO）が明示されており，自治体内での
育成評価や目標設定に活用できる．また，研修修了者が
育成支援者として活躍することで，自治体内の教育体制
の強化にもつながる．
自治体は，研修の成果を人事評価や昇任要件に反映さ

せることで，研修の動機づけを高め，育成の質を向上さ
せることができる．科学院の研修を戦略的に位置づけ，
育成支援者の育成，研修成果の活用，育成評価の仕組み

づくりなど，多層的な連携が求められる．研修と育成計
画の連動は，保健師のキャリア形成を支援する上で重要
な戦略的要素である．

VIII．今後の展望と提言

1．地域特性に応じた育成内容の再構築
保健師の育成内容は，地域特性に応じて柔軟に再構築
される必要がある．大規模自治体では，分野別専門性と
連携調整力の育成が求められ，小規模自治体では，汎用
的な実践力とマネジメント力の両立が重要となる．科学
院の研修は，こうした地域特性に対応した教育設計を進
めており，今後は自治体との協働によるカスタマイズ型
研修の開発が期待される．

2．保健師人材育成の標準化と全国展開
保健師の人材育成の標準化は，自治体間格差の是正と
人材の流動性向上に寄与する．キャリアラダーの標準化，
研修到達目標の明示，指導者研修の整備などを通じて，
全国的な育成基盤の構築が可能となる．科学院は，教育
設計理論に基づく研修体系を展開しており，これを全国
展開することで，保健師教育の質的向上が図られる．

3．政策的支援と制度整備の必要性
保健師人材育成の推進には，政策的支援と制度整備が
不可欠である．統括保健師の配置促進，育成支援者の育
成，研修機会の保障，育成評価の制度化など，国による
支援策の充実が求められる．また，自治体においても，
育成計画の策定，研修成果の活用，人事制度との連動な
ど，制度的な整備が必要である．

IX．おわりに

2040 年に向けた地域保健政策の転換期において，保
健師現任教育は，地域の健康課題に対応するための基盤
である．科学院の研修は，保健師の実践力・政策策定力・
マネジメント力を体系的に育成し，自治体内での役割発
揮と信頼性向上に寄与している．現任教育の意義は，単
なる知識習得にとどまらず，地域保健の質的向上と持続
可能な人材育成体制の構築にある．
今後の地域保健を担う人材には，変化する地域課題に
柔軟に対応し，住民とともに健康づくりを推進する力が
求められる．保健師は，地域包括ケアの推進者，健康危
機管理者，政策策定者として，多様な役割を担う存在で
ある．こうした人材を育成するためには，教育内容の再
構築，育成体制の整備，研修機会の保障が不可欠である．
科学院は，保健師人材育成の中核機関として，教育体
系の整備，研修プログラムの開発，自治体支援の強化を
担っている．今後は，地域特性に応じた教育設計，ICT
の活用，育成支援者の育成，自治体との連携強化など，
さらなる課題への対応が求められる．2040 年を見据え
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た地域保健の未来に向けて，同院の教育的挑戦は，今後
も進化し続ける必要がある．
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